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令和４年度 第１回高知市高齢者保健福祉計画推進協議会 議事録 

 

 日時：令和４年 11月 28 日（月）18:30～20:30 

 場所：本庁舎６階 611・612・613 

 

 

（高齢者支援課 野村課長） 

第１回高知市高齢者保健福祉計画推進協議会を始めさせて頂きます。本日はお忙しい中，

ご出席を頂きましてありがとうございます。私は高齢者支援課長の野村と申します。 

議事に入りますまで進行をさせて頂きますのでよろしくお願いいたします。まず開会に

あたりまして，健康福祉部長大野よりご挨拶を申し上げます。 

 

（健康福祉部 大野部長） 

委員の皆様こんばんは。本日は皆様大変お忙しいところ，当協議会にご参加頂きまして誠

にありがとうございます。現在のこの計画でございますけれども，昨年度からの３か年の計

画となってございまして，地域包括ケアシステムの構築と共に，地域共生社会の実現に向け

ました地域福祉の推進がより一層重要となってまいりますので，今年度から重層的支援体

制整備事業に取り組んでいるところでございます。 

本日はその具体的な取組の状況，また重層的支援体制整備事業の中身につきまして報告

をさせて頂きます。高知市といたしましては団塊の世代の方から 75 歳を超える 2025 年，

更に団塊のジュニア世代の方も 65 歳以上となります 2040 年を見据えまして，地域ぐるみ

の支えあい作りを基本理念に掲げ，いきいきと安心して住み慣れた地域で暮らし続けられ

る，そして多様なサービスを効果的に受けられることを目的としまして健康寿命の延伸，ま

た社会参加や社会貢献が出来るお互いさまの関係づくりと言ったことの実現に向けて取り

組んでいるところでございます。 

将来的には市民の皆様お一人お一人，また町内会や自治会，ボランティア団体，NPO や社

会福祉法人，事業者等々それぞれ役割を持たれまして様々な社会資源も活用しながら，市民

生活を支える生活基盤としての地域社会の活性化をしていくと言った事が必要不可欠とな

ってまいりますので，様々な分野の委員さんの専門的な見地からのご意見を頂戴しまして

改善に繋げてまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いをいたします。 

簡単ではございますけれども，開会にあたりまして私のご挨拶とさせて頂きます。本日は

宜しくお願いします。 

 

（高齢者支援課 野村課長） 

委員の皆様の名簿につきましては，お手元の令和４年度第１回高知市高齢者保健福祉計

画推進協議会資料１ページに掲載しております。 
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資料の１ページ，名簿の２番目矢野様，10 番目小笠原様，12番目川田様につきましては，

本日ご欠席の連絡を頂いておりますので，ご報告させて頂きます。続きまして，本日使用す

る資料の確認をさせて頂きます。 

まず，事前にお配りさせて頂いています。令和４年度第１回高知市高齢者保健福祉計画推

進協議会次第，令和４年度第１回高知市高齢者保健福祉計画推進協議会資料，別紙資料１高

知市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画（令和３～５年度の取組状況），黄色の

冊子でケアマネジメント力向上に資する高知市介護支援専門員キャリアラダーモデル活用

の手引き，Ａ４サイズのカラーほおっちょけん相談窓口のチラシ，以上が本日の資料となっ

ております。 

お手元に資料が足りない方はいらっしゃいませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

それではここで今回の推進協議会の開催趣旨を説明させて頂きます。令和４年度第１回

高知市高齢者保健福祉計画推進協議会資料の２ページをご覧下さい。今回の協議会は高知

市高齢者保健福祉計画及び高知市介護保険事業計画の推進にあたり高知市高齢者保健福祉

計画推進協議会条例第２条規定に基づく協議をして頂くために開催をするものです。 

本日の会議は，まず介護保険特別会計決算，現計画の取組状況，地域福祉活動推進計画関

連として重層的支援体制整備事業，特定施設整備検討の為の調査についてご説明をさせて

頂きます。この推進協議会は情報公開の対象となっておりますので，議事録を作成する関係  

上，ご発言の際には，まずお名前を仰って頂き，その後ご発言をお願いいたします。また録

音の関係上，必ずマイクを通してご発言をお願いいたします。 

それではここからは安田会長に進行をお願いし，議事に入りたいと思います。安田会長，

宜しくお願いします。 

 

（安田会長） 

座ったままで失礼いたしますが，これからの議事進行を務めます，高知大学の安田でござ

います。今日は事務局からの説明資料が結構分厚くて内容が盛り沢山ですので，もう早速議

事に入らせて頂きます。コロナ禍での会議でありますので，予定より早く進行をし，早く終

われるようにしたいと思います。 

ではまず１番目が，次第に従いますが，１報告・協議事項のうちの（１）現計画の取組状

況について，まず，介護保険事業特別会計決算についてという議題ですが，手元のこの本日

の資料，通しでページ番号が振ってありますので，そのページ番号に則って資料が進んでい

くと思います。スライドの番号が入っていたり，ページ番号が入っていたり，ちょっと見づ

らいところがありますけれども，通しの 60 何ページまでのページ番号に従って資料が説明

されますのでページ番号を見ながらお聞きになって下さい。 

まず最初の議題はページ番号の６ページからとなると思いますが，事務局の方，説明をお

願いします。 
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（介護保険課 和田課長） 

それでは私の方から最初の議題であります，介護保険事業特別会計の決算についてご説

明いたします。介護保険課長の和田でございます。宜しくお願いいたします。 

資料の６ページでございます。一番上に書いております〇で示しておりますが，令和３年

度の特別会計決算額といたしまして 315 億５千万円余りと決算が組まれております。形式

収支としましては，単純に歳入－歳出額といたしまして，６億 1800 万円余りの黒字となっ

ております。その形式収支から翌年度の精算額を差し引きまして，実質的な黒字額といたし

ましては，２億５千万円となりました。従いまして，この２億５千万円の黒字から決算積立

額という事で２億円を基金の方に積み立てを行っております。 

右の方に移りまして，前年度との対比でございますが令和２年度の決算額が 309 億７千

万円余りと，この令和２年度の決算額との対比で言いますと５億 8200 万円余りの増額とい

う事で率にしまして 1.9％の伸びとなっております。 

下に書かれています表ですが，非常に細かくなっておりますけども左側が歳入，右側が歳

出となっております。歳出の方ですが一番メインとなりますのが，網掛けの２款・保険給付

金，この保険給付金の 289 億８千万円が，令和３年度の保険給付金。伸び率として，1.6％

なっております。内訳としましては，介護サービス等諸費が，268 億５千万円余り，介護予

防サービス等諸費が５億 8900 万円余りと。こちらそれぞれに 2.1％，２％の伸びというの

で，歳出のほぼ全てここの保険給付費に該当しております。 

続きまして，次のページに行かしていただきます。メインであります保険給付費の内訳，

まずは第７期におけます保険介護給付費の計画値と実績値，その対比といいますか対計画

の割合を計算いたしております。サービスごとにいろいろ細かく出ておりますけども，左の

方，（１）介護予防サービス・居宅サービスというくくりになっております。訪問看護であ

りますとか，通所介護，通所リハビリテーションといった，主に在宅のサービスのまとまり

でございます。その下，（２）地域密着型サービス。こちらは定期巡回・随時対応型訪問介

護看護，また，地域密着型通所介護，これは小規模な通所介護のことでございますが，その

下，小規模多機能型居宅介護，また認知症対応型共同生活介護，グループホームのことでご

ざいます。そういったくくりで，地域密着型サービスと。その下，（３）施設サービスでご

ざいますが，介護老人福祉施設，いわゆる特別養護老人ホームでございます。それから，介

護老人保健施設，老健ですね。そういった施設入所系のサービスのくくり。最後に介護予防

支援，居宅介護支援，ケアマネジャーさんの費用にかかる給付費というまとめになってござ

います。 

それで，右の方に対計画比ということで，計画値に，計画の額に対しての実績の割合を計

算しておりますけども，様々，100％超えておりましたり，80％に留まっておったりする部

分もございますけれども，網掛けで書いております，３か年計っていうところ，こちらを見

てまいります。居宅サービスにつきましては，93.6％。（2）地域密着型サービス置きまして

は，94.6％，施設サービスについては，99.4％，居宅介護支援につきましては，102.9％と
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いうところで，全て総合いたしまして，96.2％となっております。全体の介護給付費の，計

画値と実績値の割合といたしましては，96.2％ということで，おおむね，計画通りの給付費

に収まっておるというふうに考えております。 

それぞれの対計画比の数値につきましては，乖離があったりしますけれども，それぞれ相

殺関係という風にも考えられまして，どちらかが上がれば，どちらかが下がるというふうな

ことで，全体的には，96.2％という数字になってきております。詳細範囲の分析につきまし

ては，下の方に書かせていただいております。 

続きまして８ページの方に参りまして，こちら第８期，今現在の計画期間の直近，令和３

年度の計画値と実績値の比率でございます。こちらも右の方，対計画比の令和３年度の部分，

居宅サービスでは 92.9％，地域密着では 99.6％，施設は 97.5％，居宅介護 102.9％，全体

としましては，96.7％と引き続き計画と対比しまして，実績も計画の範囲内という風に考え

ております。簡単ではございますが，決算についての説明は以上でございます。 

 

（安田会長） 

引き続き議事に従って事務局からのご説明をしていきます。次が資料の９ページからに

なりますけれども，高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施についての説明ですね。事務

局お願いします。 

 

（保険医療課 川上主幹） 

保険医療課の保健師の川上です。よろしくお願いいたします。座って失礼いたします。私

の方からは，高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の概要と，それから令和３年度の実

施状況について説明をさせていただきます。 

資料の 11ページをご覧ください。こちらの事業は，令和３年度から高知県の後期高齢者

医療広域連合から，高知市が受託をしてやっている事業になります。受託の条件としまして

は，企画調整担当の医療専門職，それと地域担当の医療専門職を置くこととされていまして，

高知市の方では企画調整担当を，国保を担当しています保険医療課，それから地域の担当を

基幹型地域包括支援センターと，健康増進課，保険医療課の３課で担っています。この事業

の特徴としましては，上の方にありますＫＤＢシステム。これは，国保中央会が作ったシス

テムで，国保や後期高齢者医療の加入者の健診結果や，医療レセプト，それから介護認定等

のデータが入ったシステムで，全国の市町村で活用できるシステムとなっております。この

システムを活用しまして，健康課題の分析をしたり，ハイリスク高齢者の選定をすることが

企画調整担当の役割になっています。地域担当の医療専門職は，高齢者への支援ということ

で，ハイリスクアプローチ個別支援，それとポピュレーションアプローチ，通いの場への積

極的な関与を行う事業になっています。 

12 ページをご覧ください。令和３年度の事業の実施状況になります。まず，ハイリスク

アプローチです。健康状態不明者の把握と，糖尿病性腎症重症化予防に取り組みました。健
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康状態不明者の把握につきましては，のちの基幹型地域包括支援センターが報告をさせて

いただきます。糖尿病性腎症重症化予防につきましては，大きく分けて２つの対象がいます。

１つ目が治療中断。これは糖尿病の合併症とか，インスリンを使用していた方で，６か月以

上糖尿病の治療中断をされている方。それと健診を受けて糖尿病のリスクが高いにもかか

わらず，医療機関につながっていない未治療者を対象に保険医療課の保健師，管理栄養士が

訪問して，医療機関受診を勧奨する事業になっています。令和３年度の結果としまして，65

歳以上の国保と後期高齢者医療の加入者のデータをまとめました。治療中断者につきまし

ては，39.1％が医療機関につながっています。未治療者は 50.8％が医療機関につながりま

した。 

２つ目の対象の高知県糖尿病性腎症透析予防強化事業につきましては，13 ページをご覧

ください。左半分が業務全体のフロー図になっています。こちらは高知県のモデル事業にな

りまして，モデル医療機関で糖尿病の治療をされている方で，本人同意が得られた方につい

て，医療機関の方から保険者であります高知市に，診療情報提供があります。診療情報提供

を受けましたら，医療機関と連携しながら，保険者として一緒に指導を行っていくというよ

うな事業になっております。令和２年度から実施している事業になりまして，令和３年度の

実施は２か所のモデル病院と連携しまして，指導対象者は９人でした。 

高知市の指導のポイントとしましては，医療機関との連携を重要視しまして，初回介入時

には，必ず医療機関の指導に同席をします。その後は状況に応じて同席をしています。電話

や訪問で医療機関での指導内容の理解度や実施状況の確認をしています。訪問につきまし

てはコロナ禍でなかなかできず，今年度からは保険医療課の方で携帯電話を購入しまして，

公式 LINE を登録し，その LINE の電話で，ビデオ通話を使って面談をするように取り組ん

でいます。データが改善しているときは，一緒に取組成果を確認できたり，それから，悪化

しているときには，対象者の方がかなりやっぱり落ち込みます。その落ち込みの気持ちに寄

り添いながら，指導内容以上に頑張りすぎる方もいらっしゃいますので，そのことについて

フォローしています。１クールが６か月と最初決められていたんですけど，終了後もご本人

さんと医療機関に確認しながら，支援を継続しているところになります。 

12 ページにお戻り下さい。その結果なんですが，令和３年度継続支援が９人いて，評価

指標は介入前後のΔeGFR 値の差を見ています。このΔeGFR については下に※印の２のとこ

ろに書いていますが，eGFR 値と言うのが血液検査から推算する糸球体濾過量で，どれだけ

腎臓が働いているかっていうのを見る値になるんですけど，それの一年間の低下の速度を

表したのがΔeGFR になります。介入前後の差を見ているんですが，評価対象者が５人で，

改善が３人，維持が２人というような状況になっています。 

次が 14 ページをご覧下さい。ポピュレーションアプローチについてです。こちらの健康

教育・健康相談，それと低栄養予防活動に取り組みました。健康教育の方は地域の通いの場，

主にいきいきと百歳体操の会場の場が多かったんですが，お世話役さんの協力が得られる

ところで健康長寿の秘訣をテーマに健康講座を実施しました。 
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15 ページをご覧下さい。この健康長寿の秘訣っていうテーマにつきましては，令和２年

度に地域を担当する３課の保健師でパワーポイントを数枚作りまして，共通した内容で健

康講座が出来るようになっています。健康長寿の阻害要因として大きく病気と老化を挙げ

まして，病気の中でも特に高知市に多い脳梗塞，その中でも高齢者に多い心源性脳梗塞につ

いて説明しまして，その要因となります心房細動を見つける為に自分で脈を測るという事

を啓発しています。老化につきましては特に栄養ですね，高知市では 10食品群の栄養チェ

ックシートにチャレンジしてみませんかということを啓発をしています。 

16 ページにその令和３年度の健康教育の実施状況が載っています。通いの場所が 403 く

らいあって，その３割の 126 か所を目指してやったのですが，コロナの影響もあり目標の三

割弱，35か所の実施に留まりました。 

17 ページをご覧下さい。今後の課題ですが，ハイリスクアプローチの拡大ということを

掲げております。健診結果や質問票，レセプト情報等を組み合わせて，低栄養や口腔機能の

低下等のハイリスク者を抽出し，必要な医療や介護予防事業へ繋ぐことを考えています。ま

た，糖尿病性腎症以外の重症化リスクへの対応も検討をしています。以上になります。 

 

（基幹型地域包括支援センター 関田副所長） 

続きまして基幹型地域包括支援センターの方からいくつかの事業についてご報告をさせ

て頂きます。私は基幹型地域包括支援センターの副所長の関田と言います。宜しくお願いい

たします。それでは座って失礼します。 

そしたら資料の方の 19ページの方からご覧頂けたらと思います。まずいきいきと暮らし

続けられるという項目の中から説明をさせて頂きます。 

20 ページをご覧下さい。先程，保険医療課の方からも報告がありましたけれども，高齢

者の保健事業と介護予防の一体的事業につきまして，令和３年度に行いました健康状態不

明者の全数訪問の結果についてまずご報告をさせて頂きます。 

21 ページをお願いいたします。実施報告ということで一番目に事業内容が書かれており

ますけれども，先程も説明がありましたとおり，この国保データベースシステム，KDＢシス

テムを活用しまして後期・介護・国保・特定健診等のデータより抽出された，健康状態が不

明な高齢者につきまして訪問をするといったような内容になっております。また訪問をす

るだけではなくて，受診勧奨を行うとか介護へ繋がるように支援するということを目的と

してまして，令和３年度は対象者としまして 620名の抽出を行っております。調査の実施期

間は令和３年４月１日～令和４年３月 31 日までということで，訪問実施者については基幹

型地域包括支援センター，保険医療課，健康増進課に属する保健師でありますとか看護師と

いう有資格者が行っております。最後の評価指標及びで目標値というのを作っていますけ

れども，健康状態不明者，事前通知者のうち，面接出来た者について目標値 60%，支援に繋

がった人目標値 50%，受診に繋がる者を目標値 30%と設定して実施しております。 

22 ページをお願いいたします。先程言いましたとおり令和３年度につきましては 620 名
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の方を対象として抽出しましたけれど，そのうちお亡くなりになっている方でありますと

か，既に把握済みの方がいらっしゃいまして，その方が 70名程，これを除いた 546 名の方

にそう言ったのを行いますという通知を出させて頂いております。その通知の段階で辞退

があったり，宛先不明の方が 60名いらっしゃいましたので，最終的に訪問対象者として 486

名の方を対象にしております。そのうち訪問が出来た方が 268 名で，訪問が出来なかった方

が 218 名いらっしゃいます。訪問が出来た方のうち要フォローの方が 39名いらっしゃいま

して，支援に繋がった方が 16名，支援に繋がらなかった方が 23名いらっしゃいます。また

健康等で特に問題が無くて，フォローが必要なかった方も 229 人いらっしゃいます。また訪

問できなかった 218 名の方のうち，不在の方が 191 人いらっしゃいまして家族のみの面接

であったりとか死亡が判明した方等がいらっしゃいます。また一番多いのが連絡取れなか

った方で，こちらが 152 名いらっしゃるという状況になっております。 

次に 23 ページをお願いいたします。そういった状況でして，事前通知した方のうちの面

接出来た方の訪問率につきましては，60%を目標にしておりましたけれども，こちらが 55.1%

と言う状況でありましたりとか，支援に繋がった方につきましても 41%と言った状況になり

ます。また，健診を受診された方につきまして 0.5%と言うことで，231 名の方に受診勧奨を

実施しましたが，実際に受診確認が出来たのが６名と言った様な状況になっております。そ

ういった今の実施に関する状況についても書いておりますけれども，医療に繋がらなくて

も，健康で豊かに自立した生活を送っている対象者が多数いらっしゃったというところで

す。受診につきましてはですね。受診勧奨をしても今更受けないと言われているケースが多

かったといった状況がございます。 

また，フレイル予防の観点から，通いの場が必要と思われる方が多かったんですけれども，

なかなか繋がった方は少ないというところがあります。また，何らかの事情で医療にも介護

にもアクセスできずいらっしゃる層も存在しまして，そこに書いてますとおり認知症の疑

い事例が 18 件でありますとか，「8050」に該当するのではないかと言う方が４件，著しい生

活環境の不良事例が 9件，緊急搬送を行ったケースも１件，生活保護に繋いだというケース

も１件あったという状況があります。 

24 ページをご覧頂きたいですけれども，一応先程の対応件数でどういった様なケースが

あったのかというところで，対応ケースごとにちょっと箇条書きにさせて頂いております

けれども，緊急搬送事例と言うのが一例ありまして，90 代前半の女性でしたけれども，60

代の息子の方と同居ではあったんですけれども，訪問通知を手に待ちわびていらっしゃっ

て，そこで訪問して状況を確認したところ，廃用性による寝たきり，脱水，呼吸難があって

緊急搬送を行っております。２か月後には退院されて，要介護２で在宅介護が開始され，訪

問看護と訪問リハ，特殊寝台のレンタル等で生活されているといったような状況となって

おります。 

また次に生活保護申請に至ったケースとしまして，70 代後半の女性ですけれども，水道

電気ガスが止まって経済的に困窮されておりまして，食事は一日一食を息子経営の居酒屋
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で食べている状況でありました。訪問後は地区担当の地域包括支援センターに繋ぎまして

医療機関受診にも繋がっているといった状況ではあります。 

また長期間に渡る引きこもり事例としまして，80代後半の男性なんですけれども 10年前

くらいから引きこもり状態であって妻以外，子供達同居家族とも会話が無いといった状況

です。認知症は無く ADL は自立しているんですけれども，腰痛とか手足の掻痒感，下肢浮腫

とかがあり地域包括にも繋いで，訪問して近くの医師の受診には繋がっております。一応，

介護保険のサービス利用っていう必要性はあったと考えてはいるのですけれども，希望さ

れずに，以後相談があれば対応，といった様な状況で現状対応しているところです。 

また健康管理に関心が低い事例としまして，70 代後半の男性ですけれども，元船員さん

で，退職後未受診ということで，状況的には課題があるのではないかというところですけど，

本人は体調は悪くないということで，自宅で暮らしている状況ですが，片付けはされておら

ず，家の中にも落ち葉が溜まっている状況がありまして不衛生な状況が見られ，受診などを

勧めているといった状況であります。 

 最後はご自身の背景に経済課題があると思われる事例というところで，70 代前半の男性

なんですけれども，60 歳ぐらいまで船員でいらっしゃって，年金が少なくて，家賃，介護

保険等の支払いほどしか残っておらず，食費１日 200 円程度で生活されているといった状

況の方もいらっしゃっております。 

 こういった状況もございまして，一定元気な方が多くいらっしゃったんですけれども，訪

問すると，こういった課題があってなかなかご自身で解決できたりとか，ご家族がいらっし

ゃっても対応できなかったといったケースが把握されておりますので，こういった方を見

つけることができたといったことが一つあるのかなという風に考えております。 

 なお 25 ページには，14 圏域別対象者数と面接実施率を載せさせていただいております。

26 ページをご覧ください。課題と今後の方向性についてですけれども，やっぱり地域によ

ってはですね。地域の住民との関係も希薄で生活力が把握できないといった事例などもご

ざいました。また先ほど言いましたが，元気な方もいらっしゃいましたけれども，複合的な

課題を抱えている世帯も多くあります。本人によるセルフケアのみでは不十分なことも多

く，引き続きいきいき百歳体操，その他のサービス紹介の実施していく必要がある方もいら

っしゃいます。 

また事業効果を上げるためには，会えていないケースを減らしていくとこういうところ

が必要かなというところで，現状コロナのこともありまして，なかなか訪問が歓迎されない

ところもございますけれども，こういったケースもございますので引き続き努力をしてい

く必要があるとこういう風に考えております。 

 令和４年度の計画としましては，健康不明訪問対象者予定者数としましては 410 名を予

定しておりまして，この中には令和３年度に状況が把握できなかった方も人数に含まれて

いるといった状況になっております。 

続きまして 27ページの方ですけど，訪問型サービスＢ，通所型サービスＢの新設の説明
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をさせていただきます。28 ページをご覧頂けたらと思います。基準緩和型サービスとサー

ビス類型というところに載せさせて頂いておりまして，今回，先程言いました通り，基準緩

和型サービスＢで訪問と通所を作りましたけど，そもそもこの基準緩和型サービスとは何

なのか少し記載させていただいております。 

 介護保険サービスには，国が定めた従来の介護保険サービスがあるのですけど，地域支援

事業という事業がありまして，その中には総合事業が位置づけられております。そこに図が

ありますとおり，左側Ｃ類型，従前相当，Ａ類型，Ｂ類型ってありますけど。従前相当と言

うのが今までの介護保険と言うところでＡ類型，Ｂ類型に当たるのが，市町村において基準

緩和をした形でサービスを提供できるという新たな体系となっております。 

 右側に吹き出しで書いておりますけれども，基準緩和サービスＢは住民主体の自主活動

として行う生活援助と通いの場等があり，主にボランティアで運営されているものだと言

う形になります。地域の馴染み関係性からの生活でちょっとした困りごと，助け合うことの

できる地域づくりを目指していくという事で，この事業を活用していくという形で，一部を

創設しております。事業の詳細の中身につきましては 29 ページからになりますけれども，

29 ページは通所型サービスＢについての現在の要件ということで，週３回の開催でありま

すとか，社会交流とか介護予防を目的としたものということで，一定運営報酬いうことで，

開設準備金であるとか，運営に対しての助成金を出させていただくという形になっており

ます。 

 30 ページの方は，それの訪問型サービスということで，訪問型サービス事業の中に載せ

ております。要件としましては，住民主体の組織ということで身体介護を伴わない，概ね 30

分程度で完結する生活支援活動ということで事業内容にしておりまして，こちらの方にも

運営の補助という形で補助を出させて頂くといった制度で運用しております。 

 31 ページには，現在の活動状況ということでございまして，一応今のところ旭の方と潮

江の方で，ふらっと旭とほっと笑と通所の事業所が活動していただいております。下に※印

で書いていますけれども，訪問サービスＢ事業についてはですね。10 月より開始予定とい

うことで，一宮の方で団体さんに協力頂いて開始をするといった形になっております。 

 続いて，32 ページをお願いいたします。こういった形で運用を開始しておりますけれど

も，実際，運営の方とか住民さんへヒアリングを行いますと，いくつか課題がございまして，

大きくは補助金などの補助要件，人材的な課題，その他というところで分けさせていただい

ております。 

 現状，補助の方は利用者でありますとか，そういった要介護とか要支援の認定がある方と

かに限定されていまして，一定そういった方じゃないと補助が出ないということで，人集め

に神経を使うでありますとか，補助対象者がグループ内で変動することで運営が厳しいと

言ったご意見をいただいております。また，人材的な課題としてはボランティアの質の担保

でありますとか，コーディネート役の配置ということでの課題がある。その他としましては，

契約であったり，プラン発行であったりとか，補助についての事務が煩雑といったようなご
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意見をいただいておりますので，今年度中に，補助の要件でありますとかコーディネート役

の配置でありますとか見直して，令和５年４月から新しい形で運営が出来ればなという風

には考えております。 

 続いて，33 ページをお願いいたします。こちらの方では，こうち笑顔マイレージ事業に

ついて紹介させていただきます。34 ページの方をお願いいたします。こうち笑顔マイレー

ジ事業の概要について記載させていただいておりますが，社会参加活動を通じて，高齢者等

の健康増進や介護予防の取組を図ると共に，世代を超えて交流し支え合うまちづくりを目

指して実施しておりますが，令和４年度からは，対象年齢の要件を撤廃しまして，それまで

は，35 ページの方に書いておりますけど，目的はこういったような形になっていますが，

対象者としましては，令和３年度までは 65歳以上の方に限定しておりまして，認定を受け

ていないとか，事業の対象者になっていないとか，介護保険の滞納がないことが条件にして

おりました。活動の種類につきましては，紹介させて頂きましたけれども，ボランティア活

動とかですね。いきいき百歳体操の参加という形でやらせていただいておりました。ただ，

重層的支援体制整備事業っていうのに令和４年度から取り組むようになりまして，こちら

の方に当該事業を移しまして，今までですと高齢者を対象に限定する必要があったものが，

その重層的支援体制整備事業の中で，特段制限をかけなくても良いような形になりました

ので，対象者を全ての市民ということで，未成年の場合は保護者の同意が必要という形にし

ておりますけれども，65 歳以下の方でも笑顔マイレージの対象としまして，ボランティア

等にもご参加いただけるという形で制度の仕組みを変えております。 

 36 ページと 37 ページには，このマイレージでどういった活動をすればポイント還元にな

るかということを記載しておりますので，また見ておいて頂いたらと思います。38 ページ

と 39ページにつきましては，マイレージの事業において，参加いただいている方と還元者

数の年次推移を書かせていただいております。38 ページの健康づくり活動につきましては

コロナの影響もありまして，令和２年，３年度ですね。参加人数が減っておりまして，還元

者も減っております。ただ一点，救済処置を設けておりまして，ポイント上限を下げて対応

したことから，還元率については大きくは下がってはいないといったところでございます。

ただ 39 ページのボランティア活動につきましては，施設のコロナに対する対応，主にボラ

ンティア先として福祉施設などが多かったこともございまして，なかなか一律の救済活動

が取れずに還元率が下がっているといったような状況がございます。 

40 ページをご覧いただけたらと思いますけれども，先程言いました通り，令和４年度か

ら年齢要件を撤廃して開始しておりまして，新規登録者の状況について，令和４年９月末現

在，記載をさせていただいておりますが，一番左側に年代別表にありますとおり，65 歳以

下の方もご参加いただいておりまして，10代の方が１名とかですね。20代の方が施設ボラ

ンティア，支え合いボランティアで 7 名。30 代の方も４名とかいう形で，若い世代の方も

参加いただけるようになってきております。例年と比較して，登録者数も増加傾向にござい

ますので，一定年齢要件撤廃したことも効果が出ているのかな，という状況が見られており
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ます。 

41 ページに現状課題と今後の方針ということで，書かせていただいていまして，活動者

の高齢化に加えてですね。コロナの影響がありまして，登録者の減少，活動率の低迷が課題

っていうところがありました。年齢関係なく，活動したい方が取組を出来るような仕組みを

引き続き目指していきたいという風に考えております。ただ現在は活動内容によって，紙の

手帳の管理をしておりまして，多い方で４冊の管理などが必要な状況があっておりますの

で，今後は，ＩＣＴ化も含めて，開きやすくといいますか，還元のしやすさなども考えてい

きたいと思います。まだＩＣＴ化につきましては，県の方とも協議をしまして，県全体の形

になっていくようなことも検討できればということでまだ協議をしているところではござ

います。 

続きましては，42 ページをお願いいたします。こちらの方ちょっと書いていませんけれ

ども，計画で言いますと，4－1の事業所の質の向上でありますとか，5－1の多様な主体と

考え方や方向性の共有といった項目に該当する取組になっております。ケアマネジャーの

質の向上を支援する取組ということで，今日，黄色い冊子でお手元にお配りしておりますけ

ども，高知市介護支援専門員キャリアモデル活用ということで手引きを作りまして，事業所

にも配布をさせていただきまして取組をしているといった状況についてご報告をさせてい

ただきます。黄色い冊子を見ていただいたら，表紙の下の方に書かせていただいております

けれども，基幹型地域包括支援センター単独で作ったわけではありませんで，高知市の居宅

介護支援事業所協議会様と共同で作成をさせていただいております。 

資料の方に戻りまして 43ページですけれども，ケアマネジャーとは，ということでグレ

ーのところに色付けさせて頂いておりますけれども，ケアマネジャーはですね。専門知識，

スキル，ネットワーク形成能力などを駆使し，利用者に有する能力に応じた尊厳あるその人

らしい自立した日常生活を営むために必要となる，保険医療・福祉サービスを位置づけたケ

アプランを作成し，利用者を支援するための専門職であるということで，ケアマネジャーは

単なる介護保険サービスの調整役ではない，というところで位置づけをしております。 

44 ページ，45ページにつきましては，事業所と施設であったり，ケアマネの業務につい

て書いておりますので，また見ておいて頂けたらと思います。 

46 ページをお願いいたします。地域共生社会の実現にむけてケアマネジャーに求められ

る役割ということで，右の方に書いておりますけれども，やはり，利用者の自立した生活や

地域での生活継続ということが役割という風に考えておりまして，利用者が地域で自分ら

しく元気で暮らすために，というところを目指して必要となるものを繋ぎ合わせっていっ

ていただきたいと。また地域課題解決に向けた地域課題抽出と，課題解決に向けた取組，実

践なども期待される役割としてあるんじゃないかなという風に考えております。 

47 ページは資質向上についての目的の部分ですけれども，48 ページ，49ページをお願い

します。ケアマネジャーの質の向上の課題ということで，一定キャリアラダーを作るにあた

ってどういった課題があるか，９項目挙げております。一番上に，介護保険の理念である，
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自立支援の考え方の共有でありますとか，２番目としましては，適切なアセスメントの実施。

３番目は，サービス担当会議の多職種の協働機能向上。こういった事が９項目ほど挙げさせ

ていただきまして，これらの解決に向かわない要因として，どんなことがあるかというとこ

ろで検討しております。49 ページの下のところにグレーで書かせていただいてますけれど

も，ケアマネは，面談やケアプラン作成，評価などの業務を一人で行うことが多いといった

ような状況があって，利用者や指導者から，自らのケアマネジメントに対して評価を受ける

機会が乏しいことがあるのではないかと。専門職として自らの支援過程を振り返り，評価す

る機会が乏しいといったことも解決に向かわない要因にあるのではないのかという風に考

えております。 

51 ページをご覧いただけたらと思います。こういったことを踏まえて，質の向上ために

どういったことが必要かというところで，課題の認識であるとか，成長目標を定める必要が

あると。３番にも書いてありますけれども，ＰＤＣＡサイクルに沿ったＯＪＴが重要ではな

いかということで，研修に参加するだけでは質の向上につながらない現状があるという風

に考えております。 

52 ページをお願いいたします。ケアマネジャーが誇りとやりがいをもって仕事を続けら

れるためにということで，専門職として成長を感じられる育成の仕組みを作るということ

と，地域でケアマネジャー育成に係る支援を受けられる仕組みを作るということを目的と

しまして，先程もご紹介させていただきました黄色の冊子ですけれども，キャリアラダーモ

デル活用の手引きを作らせて頂きまして，送らせていただいているといった状況でござい

ます。キャリアラダーモデルの中身につきましては 54ページから書いておりますし，また

こちらの方の冊子の方を見ていただいていけたらと思いますけれども，54 ページにありま

すとおり，キャリアラダーモデルということで，初任者，新人から中堅，中堅からベテラン，

主任ケアマネ，スーパーバイザー・管理者という様な５段階をベースとしましてですね。そ

れに必要な内容でありますとか，どういった内容が必要かというようなところをまとめさ

せていただいております。また 56ページのほうには，活用の流れということで書かせてい

ただきまして，キャリアと専門性の評価から，目標と行動計画の立案，面接・評価，意図的

な研修参加・業務というようなところを，ＰＤＣＡサイクルでまわしながら活用していただ

きたいというところで作成をしております。自己評価や面接・評価の仕方につきましては，

57 ページから記載をさせていただいておりますので，またご覧いただけたらと思います。 

最後 62 ページをご覧いただきたいと思います。今後のケアマネの支援，質の向上に向け

た取組の支援ということで，これからの取組について報告させて頂きます。キャリアラダー

の手引きを作成しましたけれども，やはりこれを活用していただいて，事業所さんでどうい

うふうに人材育成に取り組んでいただくか，それについての活用状況などをアンケートさ

せていただいて，取り組んでいる事業所さんにつきましては，基幹型地域包括支援センター

のホームページなどに掲載することにより，市民に発信していくといったことを考えてお

ります。また，そういったアンケートの中で，キャリアラダーモデルに関するツール改定の
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ご意見もいただきまして，ツールの改定もしていくというところを考えております。また，

このキャリアラダーの項目に沿った，体系的な研修を実施するということを考えておりま

して，アセスメントの研修でありますとか，ケアプラン作成の研修など，現在個別であった

り，それぞれで研修会なんかも開催されておりますけれども，このラダーに沿った体系的な

研修というのを実施していきたいという風に考えております。また，４番目に書かせていた

だいてますけれども，情報収集と課題分析の視点を補助するためのアセスメントツールと

いうものを現在作成しておりまして，令和５年２月からの提供予定と合わせて研修などを

予定しております。ただ，こういったことを含めまして，ケアマネジャーとケアマネジメン

トを支援する体制の強化を目指して取組をしていくということにしております。なお，この

取組につきましても，高知県と協議をしながら，県下のケアマネさんの状況などを踏まえつ

つですね，取組も一緒にしていきたいという風に考えているところでございます。私の方か

らは以上になります。 

 

（安田会長） 

資料の 62ページまでのところを長い時間になりましたが説明がありました。(１)の議題の

説明が終わったところです。次は（２）の議題です。地域福祉活動推進計画関連ということ

で，重層的支援体制整備事業，次は 63ページからの説明です。お願いします。 

 

（地域共生社会推進課 山下課長補佐） 

地域共生社会推進課の山下と申します。私の方からは重層的支援体制整備事業について

ということで，今年度から新たに開始した事業についてのご報告をさせて頂きます。座って

説明いたします。 

65 ページには重層的支援体制整備事業とは，というところを載せてありまして，以前に

もご説明させて頂いたことがあると思いますので，改めてにはなりますけれども，この事業

は去年の令和３年４月に施行されました改正社会福祉法で，新たに国で創設された事業に

なっております。介護・障害・子育て・生活困窮分野の相談支援と地域づくりに関する事業

が一括交付金化され一体的に実施することが可能となったということで，ちょっと難しく

書いていますけれども，よく言われる行政の縦割りというところを一定打破していこうと

する事業となっておりまして，それぞれ相談支援と地域づくりに関するこの分野の，紐付き

の補助金とよく言われますけれども，その補助金が一括で交付されるようになって，一定柔

軟に使えるようになったという事業で，例えば高齢者の部門で子育ての相談を聞いたりと

か，障害の相談を聞いたりとか，と言うのが公に可能になったという事業です。更に相談支

援と地域づくりに関する事業の他にも，多機関協働による支援，参加支援，アウトリーチ等

を通じた継続的支援ということで，新たな国の補助金のメニューが出来ていると，この辺は

後で詳しく説明いたします。この事業は 8050 問題とかヤングケアラーの問題，引きこもり

等複雑化・複合化した課題への対応を強化するために出来た事業ということで，先程も少し
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言いましたけれども，従来の縦割りの壁を解消し一体的に各分野が取り組むという事業で

す。高知市につきましては，令和３年度には準備を進めておりまして，令和４年，この４月

から開始したという状況です。 

次のページには先程から少しご説明させて頂いた各支援，①で言うと包括的相談支援と

はこういう支援だよと言うのを書いておりますけれども，基本的には名称通りの支援とな

っておりまして包括的相談支援ですと，しっかり相談を聞くというような支援になってお

りますので，こちらはまた見ていて頂いたら良いと思いますけれども，次の 67ページに一

つポンチ絵がありましてこちらで詳しくそれぞれ支援の説明いたします。 

国の絵になっておりますけれども，左上に相談支援という物がありまして，ここでまず住

民の皆様の様々な相談を受けるというところで，ここで色んな相談を受けたものを相談に

よって適切なサービスとか場所に繋ぐということが必要になります。 

例えば，仕事が無い方のお仕事に繋いだりとか，住む所が無い方の住居に繋ぐとか，また

孤立している方を地域のサロンに繋ぐとか，様々な繋ぎがありますけれども，大きく言いま

して社会参加を促進するということで，相談支援で受けた相談を左下のⅡ番，参加支援とい

うところで社会参加を促したりだとか支援をするというところになります。 

ただ，参加支援で様々な場所，物に繋いでいく時に，やっぱりこの地域にはこういった物

が足らないなとか，こんなサービスがまだ無いなとかいう物が見えてきますので，右上のⅢ

地域づくりに向けた支援ということで，足らない社会資源の創出に向けての取組をしたり，

社会資源の強化に取り組んだりということをこのⅢ番の地域づくりに向けた支援でやって

いくということになります。このⅠ相談支援，Ⅱ参加支援，Ⅲ地域づくりに向けた支援とい

う三つの支援をグルグル効果的に回していくというのが，この重層的支援体制整備事業の

肝ということになっておりまして，ただこの三つの支援をしっかり回すためには，この絵の

真ん中ほどにあります多機関協働と言う字が出ていますけれど，各分野の各機関がしっか

り協働して動く必要があるということが一つで，多機関協働による支援，また左上にアウト

リーチという言葉が出てきますけれども，相談支援とはいえ住民の皆様の中には自分で相

談できない，また，困っていることに気付いていないという方もいらっしゃいますので，ア

ウトリーチということで支援していく，アウトリーチを通じた継続的支援ということで，こ

のⅠ～Ⅲの三つの基本的な支援プラス，多機関協働，アウトリーチっていう二つ，３足す２

の５つの支援をしっかりやっていくというのが，この重層的支援体制整備事業の全体像に

なっています。 

次のページにはこの事業を開始するにあたりまして，庁内，庁外で研修を実施してきまし

た。説明も含めて研修を実施してきた経過を載せてあります。左上に「担当じゃありません」

は完全に時代遅れです，っていうのがありますけれども，これ実際にこの研修で使用したス

ライドのコピーになっておりまして，こんなことを庁内，庁外の方々に伝えているという最

中になっております。ここまでが重層的支援体制整備事業の全体像というところですけれ

ども，次の 69ページからはこの国の事業を受けて，実際に高知市がどのように取り組んで
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いるかをご説明します。 

69 ページは全体の概念図のような物になっておりまして，高知市ではこの重層的支援体

制整備事業を活用して，住民の誰もが困った時に相談できる先があって，適切な支援に繋が

る環境づくりをしようということをしております。次のページからそれぞれ，先程，国の絵

を使って説明しました支援の中身になってきます。70 ページが包括的相談支援とアウトリ

ーチ等を通じた継続的支援ということで，主に相談支援の中身になりますけれども，高知市

では二本立てで相談支援に取り組んでいくということで整理しておりまして，まず左側の

１番，相談を受けとめる仕組みづくりということで，当たり前のことを改めて整理というこ

とで，主に行政の直営，また委託を含めた専門機関の話になりますけれども，どこにどんな

相談が来てもしっかり聞いてしっかり繋ぐだとか，関係機関での連携が必要な場合には協

力して支援するだとか，本当に当たり前のことを改めてやっていこうということで整理し

たという中身になっております。ここの左側の下にそれぞれ断らない相談窓口計 34か所と

いうことで，こういったところを相談支援機関として位置付けて，断らない相談窓口として

運営して行こうということにしております。 

ただ，そうは言っても，やはり市役所には相談しにくいだとか，市役所のどこに相談をし

てもいいよというお話をしても，やはり担当課が分からないとなかなか相談しにくいなと

いう住民の方々もいらっしゃいますので，２番，右側ですけれども住民がより相談しやすい

環境づくりということでお手元にカラーのチラシも配ってありますけれども，ほおっちょ

けん相談窓口の取組も行っています。 

こちらの相談窓口はおそらく皆様ご存じかと思いますけれども，薬局とか社会福祉法人

が運営する事業所の協力を得まして，住民がどんな事でも相談できる窓口として開設して

いるものになっております。右側の真ん中程に仕組みを少し書いてありますけれども，住民

の皆様はほおっちょけん相談窓口で困りごとを相談した後，例えば引っ越してきたばっか

りで，この地区のゴミの収集日が知らないので教えて欲しい，というような簡単なその場で

解決できる相談は，その場で解決して頂く。例えば親の介護のことで聞きたい，では地域包

括支援センターに相談してみましょうか，と言うような繋ぎ先が簡単に分かる相談はそう

いった専門の相談機関に繋いで頂く。この二つの場合じゃない，解決もできないし，繋ぎ先

もちょっと複雑で分からないという相談は CSW に繋ぐと書いてありますけれども，高知市

社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターに繋いで頂くというような取組をしています。 

この相談を繋いでいく中で必要に応じて，先程説明しました社会参加を促す参加支援や多

機関協働が必要な場合は，多機関協働による参加支援に繋いでいく。更に寄せられた相談内

容等を共有し，地域で出来ることを話し合う，ネットワークの創出に繋げるということで地

域づくりに向けた支援にも繋げていくというのが，このほおっちょけん相談窓口の取組の

全体像になっております。またこの辺りは後で説明いたします。 

71 ページには，「ほおっちょけん相談窓口」の現状を書いてありまして，左の真ん中ほど

に令和元年度から５地区で開設し，28 か所あったものが順番に広げてきまして，令和４年
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11 月１日全市に展開して，現在 104 か所あるという状況になっております。相談例載せて

ありますけども，「電球が切れたけど自分じゃよう替えれん」とか，「ここのゴミ出しの曜日

がわからん」とか，様々な相談が寄せられているという状況です。この「ほおっちょけん相

談窓口」は，71 ページの上の真ん中ほどに書いてありますけども，住民の皆様が役所に相

談できないような「潜在的な課題」とか「ニーズ」も把握する役割ということで，アウトリ

ーチも支援の位置づけもしているという状況です。 

72 ページが参加支援という支援になりますけれども，この参加支援を２本立てで考えて

おりまして，まず，先程から説明している住民の皆様からの相談を順番に繋いでいって，社

会参加につなげるというような取組が，１「個別支援における参加支援」ということころで

す。この，個別支援における参加支援で重要な役割を担っているのが，地域包括支援センタ

ーに配置している生活支援コーディネーターと，社会福祉協議会に設置している地域福祉

コーディネーターということで，この生活支援コーディネーターと地域福祉コーディネー

ターは，ここの上に書いてありますけれども，それぞれ持っている強みを生かし合いながら，

それぞれが支援していくということにしておりまして，繋ぐという矢印で右上に行ってお

りますけれども，様々な社会資源に繋いでいくという活動をしています。また，２番，「市

民全体への情報提供による参加支援」ということで，高知市では令和元年度に社会資源情報

収集提供システム，愛称 Lico ネットといいますけれども，というシステムを開設しまして，

医療・介護・障害・子ども・その他の資源などをフォーマル・インフォーマルに関わらず，

様々な社会資源を集約して提供するというシステムを運用しています。ここに住民の皆様

が直接検索して，たどり着いていただいたときには，それぞれのサービスとか，資源とかに

直接繋がっていくということで，参加支援という位置づけをしています。また，この Lico

ネットは，社会資源情報収集・集約することで，情報を見える化して，足らない社会資源の

強化・創出にも繋げていくという位置づけにしています。 

次，73ページですけれども，「地域づくりに向けた支援」ということで，まず一つ目「既

存制度による各拠点」ということで，右側に少し事業所名と場所を書いてありますけれども，

高齢の分野でいういきいき百歳体操とか，障害分野で言う地域活動支援センターとか，子育

ての地域子育て支援センターというのが，基本的に国が位置付ける「地域づくりにおける支

援の拠点」ということになってきます。今回重層的支援体制整備事業ということで，分野の

壁を越えた一体的実施ということになりましたので，例えば，いき百の会場に子どもが行っ

たり，障害者が行ったりというのが制度的に可能になるということになっておりますけれ

ども，これらの拠点は，それぞれ住民の皆様を始め，運営者の皆様，参加者の皆様の思いで，

発展してきたそれぞれの場所ですので，一律にここで共生のサービスをしてくださいとい

うようなことはせずに，それぞれのニーズに合った形で，やりたいとなった場合にはしっか

りと支援していくというふうに整理をしています。二番目が「課題解決型地域ネットワーク

（“わがまちならでは”のプラットフォーム）の創出」ということで，左側にいろいろ書い

てありますけれども，先程の「ほおっちょけん相談窓口」に寄せられる相談もそうですけど
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も，役所に来る相談とか，様々住民の皆様の困りごとを聞く機会というのがありますけれど

も，そういった住民の皆様に聞いた困りごとを，地域の皆様が集まる場所で共有させていた

だいて，その住民の皆様の抱える課題を地域の皆様に話し合っていただくことで，住民によ

る様々な活動を創出していこうというのが，わがまちならではのプラットフォームの創出

ということです。例えば，住民同士の支え合いを促進したり，地域内に生活支援ボランティ

アを育成したりということで，あくまで住民の皆様，また地域の皆様のニーズとか思いとい

うものを大切にしながらこういった活動に繋げていきたいというのが，わがまちならでは

のプラットフォームの創出ということで，次の 74ページには，実際に各地域で始まってい

るそれぞれの活動というのを載せていますので，またこちらもご覧いただけたらと思って

います。 

次，75ページには，「多機関協働による支援」ということで書いていまして，多機関協働

による支援は，主に住民の困りごとを支援する時に，行政の専門職が関わる困りごとになり

ますけれども，行政の専門職間で協働していこうという取組になります。相談を受けた課が，

自分の部署だけではなかなか解決が難しいとなった場合に他の課を呼んだりとか，民間の，

例えばケアマネさんに来ていただいたりとかっていうことで，その人に関わっているいろ

んな機関が集まって，その人の支援を考えるという支援になります。この支援を行う上で，

右上に，「包括的相談支援員の配置」ということで書いてありますけれども，それぞれここ

に掲載している部署に，この多機関の協働をマネジメントする役として，「包括的相談支援

員」という，職員に辞令を交付しましてそういった役の職員を配置したということをやって

います。右下に少し書いていますけれども，これまで，全く多機関協働をやってなかったか

というと，そうではなくて，一定の多機関が集まってのケース会議とかっていうのはこれま

でもやってきたわけですけれども，それをさらに効率的に効果的にできるように，ノウハウ

を活かす形で整理したというのが一つ。それから，すぐに解決することだけを目的とせずに，

なかなかこの多機関が関わる事例っていうのは，すぐにうまくいったねってなることが少

ない事例が多いですので，ただ，うまくいかなかったとしても，例えば足らない社会資源が

見えてくるとか，足らないサービスがわかるとか，そういった事に繋がりますので，解決だ

けを目的とせずに，事例を積み上げる，そして新たな社会資源創出に繋げていくということ

も意識しながら取り組んでいるものです。 

最後，次の 76ページには，多機関協働による支援の，改めてやっていこうとしたものな

ので，新たに協働の心得ということで作ったものを参考に掲載しています。説明は以上です。

ありがとうございました。 

 

（安田会長） 

以上が議題の（２）ですね。地域福祉活動推進計画，重層的支援体制整備事業についての

説明でした。説明が最後になりますが，（３）の特定施設整備検討のための調査の実施，資

料 77ページからですね。お願いします。 
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（介護保険課 和田課長） 

長くなって申し訳ございません。再び介護保険課の和田の方から簡単に説明させていた

だきます。主にご報告です。「特定施設整備検討のための調査」ということで，「特定施設」

と申しますのは簡単に分かり易く言いますと，「介護付き有料老人ホーム」これが一番イメ

ージの湧きやすい施設ですけども，住宅型ではなく「介護付き有料老人ホーム」ということ

で，施設自体で介護サービスを提供できると，そういった指定を高知市から受けた場合，介

護保険制度上は「特定施設」という風に呼ばれます。「特定施設整備検討のための調査」で

ございますが，既存の有料老人ホーム等から特定施設への転換，これが事業所様にとっても

なかなかニーズが多い。また，入居者の方にとっても介護度が重くなった際にも，その施設

でホームの中でずっと生活しながら，サービスを受けることができるということで，一定メ

リットもございますので，ニーズ調査を行いたいと思っております。 

調査対象といたしまして，78 ページにございますけれども，有料老人ホーム・サービス

付き高齢者向け住宅の設置事業者，施設としましては 50 施設程を予定しております。８期

の計画の時に新設整備の手上げでこういった転換をしたいという法人が多かったので，今

回ちょっとニーズ調査を行いたいと思っております。 

それが一点目の報告で二点目は資料がありませんが，コロナの対応についてでございま

す。高齢者施設におきましてはクラスターの発生が７波でも多数ありましたけれども，高知

市として衛生用品の備蓄を行っておりまして，７波の時にはご相談と必要に応じて衛生用

品を放出しておりました。それが枯渇してきましたので，この度，11 月議会におきまして

国の交付金を活用して総額 816 万円の予算をお認めいただきましたので，高機能マスクで

ありますとかポリエチレンガウン，クラスター発生時に必要な衛生用品を確保，備蓄いたし

まして，今後の発生に備えて，必要に応じて事業所様の方に提供するという体制を整えつつ

あるところです。私からの報告，以上２点となります。 

 

（安田会長） 

 １時間強に渡って事務局からの説明を聞いていただきました。これから質疑応答の時間

として用意してあるのですが，非常に多岐に渡る内容ですので，委員の方，それぞれの専門

性で関心をお持ちになったところを質問なり，お持ちになったところが違うとは思います

ので，どなたでも構いません。事務局の説明についてもう少し説明を求めたいとか質問した

いとかどの内容でも構いませんがご発言になりたい方，ちょっと手を挙げていただいたら

当てさせていただきますが，いかがでしょうか。じゃあ口火を。 

 

（村岡委員） 

 市社協の村岡といいます。介護保険事業の特別会計の決算の関係でご質問したいんです

が，全体的には概ね計画通りという説明があったのですけれど，計画数値からすると，約
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４％ほど計画より低いという状況になっていますので，私，保険料を決定する時にちょっと

伸び率が非常に高いんではないかという意見を言わせていただいたのですが，介護保険の

認定者の数というのは，どんな状況で推移をしているのでしょうか。コロナの影響で給付が

少なかったのか，認定者そのものがそれほど増加していないのか，その辺りちょっと聞かせ

ていただきたいと思いますが。 

 

（介護保険課 和田課長） 

 介護保険課の和田でございます。認定者の数につきましては想定されておりました，９万

７千人の数で今，令和３年度の数ですが，想定どおりには増えております。ただ認定率の方

は今 20％でございますけれども，これは想定よりは下振れしております，というか想定よ

りは伸びていない状態ですので，ずっとここ数年 20％ほどでキープしております。ですの

で，結果に認定者数は高齢者の数に応じて増えておりますけど，想定ほどは伸びてはいない

といったところです。 

 

（村岡委員） 

ありがとうございました。高齢者の数自体は計画通りに伸びているけど，認定の数は想定

よりも低いというお話しだったと思います。今，全国的にも介護保険の制度は非常に厳しく，

保険料自体も高くなってきておりますので，出来るだけ住民の皆さんの負担を少なくして

いくことも非常に重要なテーマだと考えています。基金が相当積み上がっておりましたか

ら，今期の計画の中で一定そこを吐き出すという予定だったと思うんですけれど，結果的に

３％から４％ぐらいの乖離で推移していくということになれば，計画通りの基金を使うと

いうことにはならないだろうと思いますので，やっぱりどうしても行政が計画を立てると

リスクを回避するために，ちょっと高めに伸び率を見てしまうという傾向が私も在職の時

からあったという風には思っていますので，今後の計画を立てる際にはやっぱり伸び率，実

績も踏まえて，見える化システムの活用ということだけではなしに，より厳しめに見ていた

だくということを是非お願いしたいと思います。今後，発言する機会がありませんので，あ

えて発言させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

（安田会長） 

村岡委員の方から財政面でのご質問があってご回答いただきましたが，このことに関連

して他の委員の方から何かございますか。よろしいですか。 

次期の保険料の算出とかは次の来年度の計画，この協議会であると思いますが現時点で

は，ご自身のご経験に基づいて事務局への貴重なご助言をいただいております。見方につい

て色んな要望をいただきました。そのことに関してはよろしいですか。それでは他のことで

も構いませんが，いかがでしょうか。 
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（森田委員） 

皆さんお疲れさまです。居宅介護支援事業所協議会から来ました森田と申します。よろし

くお願いいたします。 

私の方は質問というより確認という形になりますが，最後和田さんが言われた特定施設

の整備の検討についての調査の実施ということですけど，ここの時点ではなくて，私がケア

マネジャーとして普段関わっている中で特定施設，ちょっとイメージで申し訳ないのです

が，比較的，介護度の重たい方が入られていることが多いとイメージをしておりまして，そ

れに加え，有料老人ホームは比較的に介護度が低い方，軽度の方も入られているという，イ

メージで申し訳ないですけど，あります。 

そういう中で有料老人ホームから介護付きへ変わっていくことで軽度者のニーズが高い

通いの場とか，そういったところへの参加が出来なくなったりするのではないかという懸

念がありまして，そこに対して大体どのようなお考えをされているのかを聞かせていただ

きたいと思います。 

 

（介護保険課 和田課長） 

 介護保険課の和田です。森田委員のご指摘の特定施設の介護度，重度の方が多く，有料の

方は軽度の方が多いという事でおっしゃるとおり今，現在そういった状況にあるかと思い

ますが，一方，有料老人ホーム入居の方も重度化が進んでいると認識しておりまして，そう

いった方々に対しては特定施設への転換で同じ施設で介護サービスを受けられるというこ

とは非常にメリットであると考えております。 

 先程の通いの場というところですけども，一通り施設の中で活動が低下してしまうと介

護度も重度化してしまうというような悪い影響もあるかと思いますので，そちらにつきま

しては，転換の時に施設整備の選定の時にもそういった視点も踏まえながら慎重に施設整

備を行っていきたいと考えております。ありがとうございます。 

  

（森田委員） 

 どうもありがとうございました。 

 

（安田会長） 

今のご質問等に関連して他の委員の方はないですか。よろしいですか。ちょっとこのこと

に関して私から質問させていただきますけれども，この特定施設整備検討のための調査の

中で触れられた，資料がないところですけど，衛生用品の備蓄の為に予算を補正か何かで用

立てされたというお話がありましたけれども，これは備蓄が無くなったというのは，やっぱ

りコロナが高知市内でも非常に感染者が増えて，介護保険施設の方でニーズがあるという

ことが背景にあると思うのですけれども，各施設の方が自分で手を挙げないと備蓄の用品

っていうのが配られないのか。市の方からもうあらかじめプッシュ型で配っておられるの
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か，その辺りの実態はどうだったんですかね。 

 

（介護保険課 和田課長） 

介護保険課の和田でございます。備蓄と言うか衛生用品につきましては，基本的に事業所

さんの方で基本的な衛生用品を構えて頂くということが原則となっております。ただクラ

スターが発生したりしまして，急遽大量に必要と言った場合ですとか，あまり手に入らない

衛生用品が必要といった時に備えまして，高知市の方で一定備蓄を行っておりました。それ

が第７波の影響で枯渇するケースも出てきましたので，今回補正予算を組みまして備蓄を

補充するというところでございます。 

 

（安田会長） 

はい，分かりました。これに関してはよろしいですか。はい，福田委員。 

 

（福田委員） 

特別養護老人ホームあざみの里の福田と申します。いろんな支援を頂いており，非常に助

かっています。抗原検査のキットについてはどういう風な形で高知市の方はされているか

教えて下さい。 

 

（介護保険課 和田課長） 

介護保険課の和田です。抗原検査の集中検査のことをご質問頂きましたけれど，ちょうど

今日ですね。国の方から配送業者の方に品が届いたということを聞いております。国の方か

ら抗原検査キットを高齢者施設，介護施設に配布して，感染拡大期には集中的に検査をする

ようにという通知がございまして，抗原検査のキットにつきましては国から提供して頂け

るというところでそういった事業が始まっておりますけども，程なくですね，一週間，二週

間のうちにはご希望の施設にはお届けできるかという風に考えております。 

 

（福田委員） 

ありがとうございました。 

 

（中屋委員） 

ちょっといいですか。 

 

（安田会長） 

はい，中屋委員どうぞ。 

 

（中屋委員） 
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身体障害者連合会の中屋と言います。ケアマネジャーのスキルアップのところですけど

も，ここに書いてあるように単なる介護保険サービスの調整役ではないと書いてあって，

色々な社会資源を有効にしていくのだろうと思うんですけど，それに対するご褒美がない

じゃないですか。介護保険もちゃんと計画すると公的な報酬があるわけですよね。でも，こ

こで望んでいる事業に対しては，何のご褒美もないっていうのは。事業所は報酬を上げるで

しょうけど，本質的な収入っていうのはないですよね。それって国とかその行政的にはどう

考えているんですかね。 

 

（安田会長） 

ケアマネジャーのキャリアアップのことに関するご質問ですが，これは。 

 

（基幹型地域包括支援センター 関田副所長） 

基幹型の関田です。取り組むことによって事業所であったり，ケアマネさん，個人さんに

何かこうプラスであったりとか，加算であったりとかがないかという種のご質問かと思い

ますけれども，現状はなかなかそういった形での成功報酬的な部分であったりとか，取組に

関する部分での報酬はない状況でして，国等でもそういった部分などはちょっと情報とし

てはないような状況です。私どもも，この取組を始めるときにもそういったご意見も頂いて

いまして，そういった部分についての話はあるんですけど，やはりなかなかこう市独自であ

ったりとかで加算を設けるのは難しいところがありますので，こういったことについて一

緒に取り組んで頂いて，やって頂く所はホームページで紹介していくとか，そういった対応

をさせて頂こうということは考えていますし，また今後議論の中で，何か活用できる部分が

あれば，そういった部分も出していければなと思います。ただ，おっしゃられるように一生

懸命にやってご協力頂いた所について，それは評価されないというのは如何なものかとい

うご意見は先ほど言ったようにいただいておりますので，何かの際は検討させて頂きたい

という風に思います。以上です。 

 

（中屋委員） 

ケアマネジャーさんの志におんぶに抱っこしているようなところがあって，制度上この

ようにやってくださいってくらいにやらないと，なかなかここに書いてあるような質の向

上とかっていうのが，現実に実現するのかっていうのが疑問に思うんですよね。 

 

（安田会長） 

今，コメントを追加して頂きましたけれども，このことに関して他の委員の方よろしいで

すか。 

 

（森田委員） 
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居宅介護支援事業所協議会の森田です。私は質問というよりかは，今回このキャリアモデ

ルの活用の手引きというところを基幹型さんと一緒に作らせてもらったメンバーの一人で

ありますので，そこからちょっとお答えできるところをというところで，今マイクを持たせ

て頂きました。 

まず居宅介護支援事業所の課題の中で，新しいケアマネを育てることがなかなか難しい

であったり，一人ケアマネジャーであるというところで，事業所自体の成長に悩んでいる事

業所というところも多数あります。そういったところによって協議会もそうですけど，いろ

んな研修をしているのですけど，また研修も内容が重なってしまったり，というところで，

実際に研修に参加される方もどの研修を受けたらいいのかわからないとか，そういうふう

な意見も過去に多々ありましたので，そういった居宅介護支援事業所をお支えするという

考えもこの中に入れて，キャリアラダーっていう形で自己点検の場を作るということで，報

酬という形では現在ないのですが，そういう事業所の運営を助けるというところでも活用

できるかと考えております。 

 

（安田会長） 

はい。補足ありがとうございました。公文委員どうぞ。 

 

（公文委員） 

高知市民児連の公文と申します。ケアマネに関してまあちょっと関連いたしますけれど

も，実際いろいろ研修をやっても参加者も少ないとか。ちょっと聞きたいんですが，その小

さな法人の場合でしたら一人の場合が結構多くて，誰が評価してのどうするのかとか，結局

そういう方々の現在の勤務実態を把握した中で，実際そういう参加する余裕がないとかい

うふうになってきますと，なかなか実行性が上がることが難しいかなという気がいたしま

す。そこのあたりの実態の把握はされていますでしょうか。 

 

（基幹型地域包括支援センター 関田副所長） 

基幹型の関田です。先ほど，居宅介護支援事業所協議会さんからの話を頂きましたけれど

も，そういった形で，一緒に活動させて頂いておりますので，そういった中で，先ほどおっ

しゃられましたお一人の事業所さん等についての話も頂いております。現状，まだしっかり

支援体制とかできていないですけれども，一人事業所でがんばっておられるケアマネさん

ですと，おっしゃられるように，本当に業務多忙でして，なかなかそういったような機会や

場を設けるのが難しいというようなご意見も頂いております。ただ，それで構わないという

ことではない，というご意見もいただいておりまして，やはり，そういう方をどう支えてい

けるのかとか，キャリアラダー作りましたけれども，この仕組みを使っていただいて，評価

するについてもおっしゃられるように一人ですと，評価していただける先もないみたいな

状況もございますので，それにつきまして，誰が評価するのであるとか，どう支援体制組ん
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でいくのかとかですね。今後の課題にはなっております。これにつきましては，協議会さん

の方にもご助言もいただきながら，私どもの体制も含めてどうしていくか検討していかな

ければならないところですけれども，出来れば一定関係のある事業所さんらにはご協力い

ただければ，そう言った横のつながりなんかも作っていけるといいのかなというふうに考

えているとこでございます。 

 

（公文委員） 

 了解しました。 

 

 

（安田会長） 

よろしいでしょうか。このことに関して，他の委員の方ご提案などあったらどうぞ。中本

委員ですね。 

 

（中本委員） 

高知県医療ソーシャルワーカー協会の中本です。よろしくお願いいたします。 

先ほどらいからのケアマネジャーさんのことですけども，私は，個人的に思いますと，医

療ソーシャルワーカーのことを棚に上げておいてですけど，今回このキャリアラダーのモ

デル手引き，以前からできたときから拝見させていただいていたんですが，現職のケアマネ

さん方にとっては，とても自分の今の能力的なポジションであったりとかを客観的に見な

がら，自分の目標定めたり，自分のいろいろと研修目標であったりとかですね。そういった

ところで，有効に活用できるのではないかと思って，大変，期待しているところです。 

ただ，一つ心配しているのが，私の勤務している安芸郡で，老健で勤務しているのですけ

ど，やっぱりなかなかケアマネジャーの数自体が，質と並行して，数量的制限も必要になる

と思うのですけれども，高知県ではとても専門職の人材不足がなかなか厳しい状態で，１年

位前からですか，幡多地域，清水の方では，ケアマネジャーさんがいなくて，自己作成のケ

アプランであったり，ということもあって，全国的にも注目を浴びているような高知県の一

つのケアマネの実態があるかと思うのですが。そこで，高知市として，一専門職，ケアマネ

ジャーという職種をもっと，例えば，今のケアマネの数を把握しているかどうかというとこ

ろと，いろいろと事業所数に合わせて，高齢者の今後の利用の推測に基づいて，一定のケア

マネジャーの数も予測がつくかと思うのですけれども，それに合わせて，例えば，不足して

いるような状況であれば，具体的な策を練って，ケアマネジャーの有資格者を増やしていく。

その上で，さらにラダーがあって，モチベーション上げて，離職する人も少ない，という体

制ができればいいなというふうに思うわけです。長くなりましたが，今の実態の数，ケアマ

ネの数であったり，あとケアマネを高知市で取って，高知市で働こう，みたいな推進運動み

たいなものってありますかね。そういったところをもしあるようでしたら，教えていただけ
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ればと思うのですが。 

 

 

（介護保険課 和田課長） 

介護保険課の和田でございます。ケアマネの数についてご質問を頂きました。ケアマネさ

んの数自体についての詳細な数はないのですが，事業所数が 200 程度というふうに把握は

しております。 

ケアマネジャーさんを増やしていく方策というところですけれども，実際のところ，今現

在それに向けての施策を考えていけているかといえば，まだまだというところです。高知市

としても，ケアマネジャーさんに限らず，介護職員さんの確保，離職防止，ということにつ

いては，介護カフェという，数年前から取組を行っておりまして，コロナで，オンラインで

開催をしておったところ，今回は対面で行おうかという動きにもなってきております。また，

高知県の方でも，介護人材の確保につきましては力を入れておりまして，新聞広告や記事に

も最近たくさん目にするようになっておりますので，そういったところと協力しながら，介

護人材の確保，ケアマネジャーさんの確保にも，努めていきたいと思っております。ご意見

ありがとうございました。 

 

（中本委員） 

中本です。どうもありがとうございます。その居宅介護支援事業所の数がおおよそ 200 で

すね。その数自体の変動はあるんでしょうか。あと，居宅の事業所によって，特定事業所の

加算取ってる状況によっては，事業所の人数は，何人以上はいるみたいなことは，把握でき

ますか。事業所の数の推移変動といいますか。 

 

（介護保険課 和田課長） 

介護保険課の和田です。居宅介護支援事業所の数自体は，あまり変動はないという風に認

識しております。 

 

（中本委員） 

ありがとうございます。 

 

（基幹型地域包括支援センター 関田副所長） 

すみません，基幹型の関田です。介護支援専門員の確保についてですけれども，高知市と

いうわけじゃないですけども，高知県の高齢者福祉課の方から呼びかけがありまして，一応

県下の介護支援専門員の確保に向けた検討会というのが開催される予定になっております。

その中でアドバイザーの助言なども得ながら，県下としてどのようにしていくか，各市町村

の現状の把握であったりとか，各ケアマネさんへのアンケートの結果の共有であったりと
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か，そういう負担軽減の取組をどうしていくか，というような事が検討されるようになって

いますので，市町村もそうですけれども，県においてもこういったことが検討されていると

いった状況があるのをご報告させていただきます。 

 

（安田会長） 

はい。どうぞ。 

 

（福田委員） 

老施協の福田と申します。最後の方で，重層的支援体制整備事業の件ですが，先日，県を

上げて，地域共生社会についての宣言をされたと思います。それについて，整備事業が令和

３年度からっていうことで，資料がいろいろあるのですけども，この内容をもうちょっと，

事例を積み上げていくことが今から大切になるということで，先程ご説明いただきました

が，いろんな支援をされてて，今後，地域共生社会推進課としてどういう風にされていくの

かをもうちょっと，詳しく教えていただけたらと思うのですけど，よろしくお願いいたしま

す。 

 

（地域共生社会推進課 山下課長補佐） 

地域共生社会推進課の山下です。ご質問ありがとうございます。 

おっしゃる通り，まだ始まったところですので，今は，事例を積み上げるということを大

切に考えておりまして，今までですと，個別の支援のケース会議を複数でして，なんとなく

解決出来たら，それで一定解決ということをしていましたけれども，今は解決できたケース

でも，残った課題をしっかり残しておいて，その残った課題を積み上げて，また，新たな施

策につなげていく，ということをやっていこうという段階です。今後どういう風にしていく

かというと，この 69 ページの概念図があるように，誰もが困ったときに相談できる先があ

り，適切な支援につながる環境づくりというのを，やっていき続けるのですけれども，その

地域共生社会全体の話で言いますと，市長もよく言うんですけれども，すごく息の長い取組

が必要な取組になります。住民同士の支え合いとか。行政と民間の役割を協働でやるとか，

様々ありますので，息の長い取組を続けていきながら，誰もが困ったときに相談ができるっ

ていう環境を作っていきたいというふうに考えております。ちょっと，答えになっているか

どうかあれですけど。以上です。 

 

（安田会長） 

これからまた事例を積み上げて，それを整理したものを報告していただけたらと思いま

すが，このことに関連して，どうですか他の委員の方，ご質問はありますか。 

少し前に話題になったケアマネジャーのキャリアアップのことや，確保のこととかでも

よろしいですがいかかでしょうか。松木委員。 
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（松木委員） 

松木と申します。よろしくお願いします。ちょっとお聞きしたいのですが，22 ページの

ところに調査の内容が出ていまして，一番下の端に連絡が取れない人数が 152 名となって

います。対象者の４分の１がいらっしゃるのですが，この連絡は取れるというのは例えば１

回，２回訪問しても会えなかったから連絡が取れず，なのか，例えば担当の民生委員に問い

合わせるか，町内会長に問い合わせる，あるいは隣人の所に行って聞いてきたりするとか，

一部情報が入っての，本日は面会ができなかったから連絡が取れずなのか，26 ページにも

会えていない件数を限りなくゼロに近づける努力が必要とありますので，なんらかの努力

の結果なのか教えていただきたいと思って，お願いします。 

 

（基幹型地域包括支援センター 関田副所長） 

基幹型の関田です。先程，連絡が取れずの方についてはですね。訪問してもいらっしゃら

なくて，複数回訪問してポストとかにですね，この日に訪問しましたとか，連絡お願いしま

すって投函しても連絡がいただけないという，ご近所の方でありますのとか民生委員さん

の方とかにも聞きあわせて，それでも分からない方について，こういった風になっていると

ころでございます。 

 

（松木委員） 

 私は秦地区の民生委員をしていますけれども，私どもは後期高齢者の 75歳以上の人に対

しては，敬老会の時に敬老物品を渡したりとか，敬老会に呼んだりすることがあるために，

事前に毎年，秋前に調査をしてます。75 歳以上の人については大体，担当の民生委員は把

握しているはずなんですよ。例えば「誰それさんはどんな感じですか」と聞かれたら「夕方

ぐらいには帰って来ますよ」という情報が分かると思うのですが，そういう努力はしていら

っしゃるのですか。 

 

（健康福祉部 川村副部長） 

健康福祉部の川村です。貴重なご意見ありがとうございました。理由としては２点程あり

まして，まず１つが新たに始めた事業であって，保健と福祉の分野というのがあるというの

はご理解いただけると思うんですけど，今回，保健の観点から主に保健師 7名で始めた事業

でもございましたので，その地域福祉に繋げてそういった情報をキャッチするという観点

が，始めた初年度ということもあって，十分でなかったというのが課題となってございまし

て，今回可能な限り減らしていくという手段の中で民生委員の力等も当然お借りしていく

ようになると思いますので，またよろしくお願いいたします。 

 もう１点，やはり７名の保健師で全地域を回ったということもございまして，なかなかこ

う再三再四継続して訪問するというのもコロナ禍ということもございまして，十分に手が
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届かなかったという反省点もございます。以上です。 

 

 

（松木委員） 

 分かりました。せっかくの調査ですので，ゼロに限りなく近づけていただければと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 

（村岡委員） 

 市社協の村岡ですが，要望です。関連して。連絡が取れなかったというのは，そのコロナ

の状況だとか，なかなか体制的に不十分な状況の中でこうした事業をやられておりますの

で，その辺りについては努力自体については非常に大きく評価をしたいなと思っているん

ですけど，最初データを見た時に，対象者に対してあんまり支援に繋がっていないというふ

うなデータがありましたから，費用対効果がどうなのだろうかという印象を受けたのです

が，23 ページにありますように非常に深刻なケースというか，そういうケースの把握にも

繋がっているということですので，非常に意味のある取組ではないかなという風に思って

います。 

 そういった意味では先程，松木委員の発言がありましたように連絡が取れていない方に

もこうした課題を抱えている方がいるかもしれないという状況があると思いますので，出

来るだけ今後の取組の中で，そうした連絡の取れないというケースを出来るだけ潰してい

く，そういう努力をしていただきたいなということでお願いしておきたいと思います。要望

でございます。 

 

（安田会長） 

その他，このことに関連してご意見，ご要望とかよろしいでしょうか。 

ちょっと私の方から確認ですが，ここで話題になっている健康状態不明者の全数訪問と

いうのは今後も続く事業ですか。時限じゃなくてずっと続くんですね。 

これは支援の一つとして，今日ご紹介があった重層的支援の中でできたほおっちょけん

相談窓口ですか，そういう窓口なんかも使える場合があると思うのですけれども，まだそれ

ぞれが始まったばかりで双方の連携というのはこれからの課題だと思うんですけれども，

支援につながる，支援が必要な方の情報をそういう窓口に市が伝えていいのかどうかとい

う問題もあると思うんですけれども，それぞれの担当の中で支援先を探すだけはなくて，や

はり横断的に，市の持っている全ての支援の機能を，どこか司令塔のようにうまく繋いで，

支援の内容には健康問題に限らないものが沢山あると思いますので，色々な支援を市の

様々な部署が横に連携して，適切に提供をできるように，またいいものしていただければと

思いますので。コメントです。 

もう１つ，ちょっと質問したいのが総合事業のＢ類型のご質問のところで，事業所に対す
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る支援についてお話があったのですけれど，これは利用される方は，日常生活支援総合事業

の中の枠ですから，一定の利用料を払われていると思うのですけれど，利用料は事業者ごと

に決めているのですか。市が基準のようなものを決めているんですか。利用される方の利用

料はどうなっているんですかね。 

 

（基幹型地域包括支援センター 関田副所長） 

基幹型の関田です。利用料につきましては，市の方で特に１割とか，そういった形で設定

はしておりませんで，各事業所で，活動の上で必要なものを，たとえば，こんな活動するの

であれば，一人当たりいくらというような形で取っていただく形になっておりますので，特

に一律で，市がたとえば徴収するといったような利用料の設定はございませんが，各活動内

容によって設定されるというような形で運営をしていただいております。 

 

（安田会長） 

わかりました，ありがとうございました。委員の方いかがでしょうか。藤田委員ですね。 

 

（藤田委員） 

公募の藤田と申します。近所で転倒とか何かあった時に，見つけたんですけど，近所の人

同士で連絡先が分からないということで，たまたま私元ケアマネなので，「ここに電話せん

といかん」というのが分かって連絡もしたんですが，69 ページにもあるように困った時に

相談できる先といったときに，80 代，90 代の独居の人が何番に連絡したらいいですかね。

ここへ連絡したらいいよっていうアドバイスをしたいんですけど。 

 

（基幹型地域包括支援センター 石塚所長） 

基幹型地域包括の石塚です。基本的に，65 歳以上になられている方っていうことが，明

らかにわかっている場合であれば，各地域に地域包括支援センターっていうのを配置して

おりますので，そちら，全ての総合相談の窓口になっておりますので，そちらに確認してい

ただいたら，例えば，何かサービス使っている方とか，場合もありますけれども，そんなの

も把握することができますので，各地域包括の方にご連絡いただけたらと思います。 

 

（藤田委員） 

なかなか，地域包括とか，基幹型とか，かじっているとわかるんですが，高齢の方が本当

に困っているときに，連絡する術がちょっと理解できていないような気がします。何か事件

の時は 110 番みたいに，皆が知っているような番号がわかればいいのですが･･･。となりの

おじさんが，ひとりで生活するのは危ないとか，こうしたらいいと思うけどとか，近所の人

の情報ですよね。そういうのが伝えられる場っていうのが，基幹型って言われても，80，90

代の在宅の人が理解しがたい部分があるんですけど。 
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（健康福祉部 川村副部長） 

健康福祉部の川村です。確かに，私も地域包括支援センター，基幹型地域包括支援センタ

ーとか，なかなか，90 代の方がここへ電話したらいいっていうのは，なかなか，分かりに

くいと思うので，第一義的にはですね，822-8111 番，高知市役所の大代表に一回かけてい

ただいたら，そこのサービスの窓口に繋ぎますので，そこの代表の番号を知らないといわれ

ると，辛いものあるんですけれども，まずは，市役所，どこでも構いませんので，一旦，ご

連絡をいただけたら，そこから適切に繋ぐような仕組みを，今，包括的相談支援員っていう

のを各窓口部門に置いて横連携してやってますので，各相談窓口を取りまとめた，こういっ

た介護保険利用の手引きとかもわかりやすくて，ご好評をいただいておりますので，介護認

定ない方でもお渡ししております。もし，ご近所でご必要でしたら，各センターに来ていた

だければ，お渡しできますので，またよろしくお願いいたします。 

 

（安田会長） 

よろしいですか。何かご要望があれば。 

 

（藤田委員） 

実際，困っている人は，困っていると思います。極力市役所の方にかけたらいいよってい

うことで伝えるようにします。 

 

（安田会長） 

宮本委員どうぞ。 

 

（宮本委員） 

理学療法士協会，宮本です。先程，どこへ連絡したらいいかという，今回もほおっちょけ

ん相談窓口の設置ということで，新たな窓口も出てきて，薬剤師会の協力あってということ

なのだろうと思います。いいことだと思うのですけれども，先程の話じゃないですけど，こ

の窓口へ繋いだらいいのか，包括支援センターに繋いだらいいのか，民生委員さんの所へ繋

いだらいいのか。多分どこへつないでもいいんだと思うんですけれども，私が危惧するのは，

繋いだ先がこの資料の中にも，いろんなところから繋ぐという言葉が出てくるんですけど，

『繋ぐ』の意味は，連絡先を紹介するという意味で，言葉悪いかもしれませんが，たらいま

わしのような形で，どこかで途切れちゃう。本人さんがくじける，という話，結構あるだろ

うと。だから，窓口の最初に受けた方々が，どこまでも自分で処理をしてくれるという体制

が必要なのだろうと。誰かに渡しました，繋ぎましたっていう話で行くと，必ずたどり着け

ない高齢者の方もたくさんいるだろう。私もわからないですから，民生委員さんのところへ

連絡しなさいといっても，私も個人的に自分の地域の民生委員さんは知らないです，残念な
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がら。そこへ，私のところでわからんから地区の民生委員さんへ行ってくださいと言われて

も，私自身も困るし，というところがあります。そういった繋ぐという言葉の姿，ぜひ，皆

さんの役に立てるような形で，共有してもらえたらなと思います。 

それと，71 ページのほおっちょけん相談窓口の，電球が切れてよう替えんからと言って，

本当に替えてくれるんですか。私，離れた親のところに，電球も変えに行きますし，仕事を

休んで病院へも連れていかないといけないけども，本当にこれやってくれるのかなと。やれ

ないもんは書かない方が。 

 

（地域共生社会推進課 山下課長補佐） 

地域共生社会推進課の山下ですけれども，そういった課題を地域の皆様と共有させてい

ただいて，地域によっては，生活支援ボランティアという形で，住民のボランティア活動と

いうのが盛んになって，実際に住民の方にお繋ぎして電球の交換をしていただいた事例と

かありますし，また一定費用は掛かりますけれども，シルバー人材センターのお力をお借り

したりとか，っていうところにお繋ぎしたりすることもございますし，何らかの形で，解決

していくという風に取り組んでいます。 

 

（宮本委員） 

それは例えば，ほおっちょけん窓口へ行ったら，そこが手配をしてくれるという解釈でい

いんですか。市役所へお話ししてくださいという話ではなくて。 

 

（地域共生社会推進課 山下補佐） 

そうですね。ほおっちょけん相談窓口に相談いただいたら，70 ページに書いてあります

けれども，ほおっちょけん相談窓口では解決できないし，専門機関に繋ぎ先っていうのもな

い，という相談だと思いますので，③のところで，一旦ほおっちょけん相談窓口から，高知

市社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターに繋がれます。そこで，地域福祉コーディネ

ーターがワンストップで対応するという風なスキームになっているというところです。 

 

（宮本委員） 

本人さんは，ほおっちょけん窓口に言うたら，それで大体解決できると。 

 

（地域共生社会推進課 山下補佐） 

本人がほおっちょけん相談窓口に相談いただいたら，ほおっちょけん相談窓口から，市社

協に繋がれて本人と市社協が連絡を取りながら，解決に向けて動くというスキームです。 

 

（宮本委員） 

はい。わかりました。大体ここに書いているような相談事例のようなものは，いけるんで
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すか。結構すごいことだなっていう。 

 

 

（地域共生社会推進課 山下課長補佐） 

そうですね。すべてが全て，きれいに解決できるかというとそうではないですけれども，

解決できるような地域づくりにもつなげたいという事例ですので。 

 

（宮本委員） 

私，自分の実家の裏にある公民館，集会所を年に何回か草刈りやるんですけど，もう共助

だと自助共助でやってると，近所の人がコーヒーを持って来てくれるんですけど，なかなか

これ役所に言うても半年待ち，来んだろうという話でやるんですけど，大変心強い限りだと

は思うんですが，やれる範囲は我々でやりながら，やれない方にはぜひ紹介して，広げてい

かないといかないかなと。ぜひ，実りあるものにしていただきたい。よろしくお願いします。 

 

（安田会長） 

藤原委員，どうぞ。 

 

（藤原委員） 

シルバー人材センター事務局長，藤原と言います。71 ページの下のところにある内容，

シルバーならば大体できますね。今，ワンコインサービスとかで，電球切れたりとかいうの

は 500 円。草が伸びちゅうとかいうのは，ちょっとの庭やったら４，５千円ぐらいで，大体

シルバーが請け負ってます。そのほおっちょけん窓口といいますか社協との連携で，社協の

方がシルバーの人を紹介してくれたりとかいうようなことで，たくさんシルバーの方に，ま

だつながっていない部分もあるかと思いますが，地域でお困りの方があれば，シルバー人材

センターに電話してくだされば，大体のところは，この離乳食のところなども，子育て支援

もあるので。ここの中で，言ってくだされば。すぐ出来るとか，明日してくれとかいうよう

なことはできないかもしれませんが，少し余裕をもって，ご連絡があればシルバーも対応は

可能だという風に思っています。何かの時にぜひよろしくお願いいたします。以上です。 

 

（村岡委員） 

社協の話も出ましたので，少し説明をさせていただきますが，市社協の村岡と申します。 

基本的に先程，山下補佐の方から説明がありましたように，ほおっちょけん相談窓口の相談

ごとで解決する先がない相談については市社協の方で一旦お受けをするということになっ

ています。ただし，100％解決ができるかというと，現実的になかなかそうはならない。ま

た，いろんな課題を抱えておられる方がいますから，一つの対応だけで問題が解決するとい

うことにはならない方もいるんですが，先程ありましたように，簡単な相談ごとですね。今
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までだったら，そういう相談，困りごとを抱えていても，市役所に相談しても，ここは担当

ではありません，そんな対応はできませんということでお断りをされて，現実的には，生活

の中で大変な困りごととして抱えておられる方の問題を地域の皆さんの支えの中で解決し

ていく。そういうことが重要ではないかということで，相談を受けた仕組みとして，74 ペ

ージの方にありますけど，説明ありましたけど，地域づくりに向けた支援ということで，各

地域ごとに住民の皆さんだとか，各地域の事業所の方だとか，いろんな方々が集まって，そ

ういう課題を解決していくために必要な地域づくりだとか，課題解決を図るネットワーク

っていうのを今作っています。これを，ほおっちょけん相談窓口が全市展開されたのに合わ

せて，他の地域にも広げていこうということで，左側の事例にありますように，取組の展開

に向けて準備をしているところだとか，令和５年度以降に取組に向けて，協議，検討してい

るところという風に，これをさらに，広げていくっていうことを考えていますので，そうし

た課題解決が，先程のシルバー人材センターさんなんかとの連携によって，金銭的に低額で，

500 円程度で解決するケースもあれば，お金に余裕がある方はしっかりと負担していただい

て，解決をしていく。そんな仕組みを作っていきたいと考えています。シルバーさんだけで

はなしに，例えば，私の地元のガス屋さんなんかでも，ワンコインサービスをやっているよ

うな民間事業所もありますので，それぞれの地域で，そういう社会資源を活用しながら，解

決が図られる仕組みというのを市の方とも連携して取り組んでいるところです。 

 

（安田会長） 

情報提供いろいろ頂きました。時間が８時半を過ぎましたので，この場で発言しておきた

いとかいうことがある人がいらっしゃればご発言いただきたいですけど，よろしいでしょ

うか。 

はい，それでは，今日は，大変分厚い資料で多岐にわたる内容について活発にご意見頂き

ました。ありがとうございました。それでは事務局の方で，次回の会に向けて整理をしてい

ただけたらと思いますが，後は事務局からの連絡になりますので，事務局へマイクを返しま

す。 

 

（高齢者支援課 野村課長） 

委員の皆様，本日は活発なご協議をありがとうございました。次回の開催は，令和５年３

月を予定しておりますので，ご出席のほどよろしくお願いいたします。以上をもちまして，

令和４年度第１回高知市高齢者保健福祉計画推進協議会を閉会いたします。委員の皆様，長

時間にわたり活発なご審議をいただきありがとうございました。 


